
船舶事故等調査報告書 

平成２６年５月２９日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２０１３函第５６号 

事故等種類 転覆 

発生日時 平成２５年８月３１日 ０６時３４分ごろ 

発生場所 北海道羅臼
ら う す

町相
あい

泊
どまり

漁港南西方の海岸付近 

 羅臼町所在の相泊港南防波堤灯台から真方位２１９°７６０ｍ付近 

 （概位 北緯４４°１１.０′ 東経１４５°１９.１′） 

事故等調査の経過  平成２５年１２月５日、本事故の調査を担当する主管調査官（函館

事務所）を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

漁船 宏
こう

裕
ゆう

丸、１.３７トン 

 ＨＫ３－８９７６５（漁船登録番号）、個人所有 

 乗組員等に関する情報 船長、一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

 死傷者等 なし 

 損傷 船首外縁に亀裂、船底外板に破口等 

 事故等の経過  本船は、船長ほか甲板員２人が乗り組み、相泊漁港南西方の海岸に

ある船揚げ場を出発した。 

 船長は、波が高かったので、海岸から２０ｍ付近の波打ち際で待機

することとした。 

 船長は、波の合間を見ながら、波打ち際から離れたところ、平成 

２５年８月３１日０６時３４分ごろ、本船は、船首方から続けて波を

受け、転覆した。 

 本船の乗組員は、全員が海に投げ出され、船長及び甲板員１人は、

海岸から繰り出されているロープにつかまって自力で海岸に上がり、

甲板員１人は、来援した僚船に救助された。 

 本船は、転覆して岩礁に乗り揚げた後、海岸に流されてきた際に引

き揚げられた。 

 気象・海象 

 

気象：天気 曇り、風向 北北西、風力 ２ 

海象：波高 約１.５ｍ、水温 約１９℃ 

 その他の事項  船長及び甲板員２人は、救命胴衣を着用していた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

不明 

あり 

 本船は、相泊漁港南西方の海岸を離れようとした際、船首方から波

を続けて受けたことから、海水が船内に流入し、転覆したものと考え

られる。 



原因  本事故は、本船が、相泊漁港南西方の海岸を離れようとした際、船

首方から波を続けて受けたため、海水が船内に流入し、転覆したこと

により発生したものと考えられる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・気象情報を適確に把握し、荒天が予想される場合は出発を見合わ

せること。 

 


